
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
二
十
六
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定

に
基
づ
き
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
を

次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

被
保
護
者
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者
を

い
う
。
）
又
は
要
保
護
者
（
同
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
か

つ
、
食
事
療
養
標
準
負
担
額
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る

食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十

四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
食
事
療
養
標
準
負
担
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
負
担
す
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
保

護
（
生
活
保
護
法
第
二
条
に
規
定
す
る
保
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
必
要
と
す
る
状
態
と
な
る
者
で
あ
っ
て

こ
の
号
に
定
め
る
額
を
負
担
す
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の

零



二

指
定
難
病
（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
難
病
を
い
う
。
）
の
患
者
又
は
そ
の
保
護
者
（
同
項
に
規
定

す
る
保
護
者
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
支
給
認
定
（
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
を
い
う
。
）
を
受

け
た
患
者
が
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）

附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
難
病
療
養
継
続
者
に
該
当
す
る
も
の

食
事
療
養
標
準
負
担
額
の
二
分
の
一

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

食
事
療
養
標
準
負
担
額



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
二
十
七
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定

に
基
づ
き
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
を

次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

被
保
護
者
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者
を

い
う
。
）
又
は
要
保
護
者
（
同
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
か

つ
、
生
活
療
養
標
準
負
担
額
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第

七
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
負
担
す
る
こ
と
と
し
た
な
ら

ば
保
護
（
生
活
保
護
法
第
二
条
に
規
定
す
る
保
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
必
要
と
す
る
状
態
と
な
る
者
で
あ

っ
て
こ
の
号
に
定
め
る
額
を
負
担
す
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の

零



二

指
定
難
病
（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
難
病
を
い
う
。
）
の
患
者
又
は
そ
の
保
護
者
（
同
項
に
規
定

す
る
保
護
者
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
支
給
認
定
（
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
を
い
う
。
）
を
受

け
た
患
者
が
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）

附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
難
病
療
養
継
続
者
に
該
当
す
る
も
の

生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
二
分
の
一

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

生
活
療
養
標
準
負
担
額



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
二
十
八
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
第
一
条
第
一
項

第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

も
の

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
（

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
を
い
う
。
）
に
係
る
指
定
難
病
（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
難
病
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
係
る
特
定
医
療
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
医
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
費
用
が
高
額

な
治
療
を
長
期
間
に
わ
た
り
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
同
一
の
月
に

受
け
た
指
定
難
病
に
係
る
特
定
医
療
（
支
給
認
定
を
受
け
た
月
以
後
の
も
の
に
限
る
。
）
に
要
し
た
費
用
の
額
に
つ
き

法
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
五
万
円
を
超
え
た
月
数
が
難
病
の
患
者
に
対

す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
高
額
難
病
治
療
継
続
者
に
係
る
認
定
の
申



請
を
行
っ
た
日
の
属
す
る
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
六
月
以
上
あ
る
も
の
と
す
る
。



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
二
十
九
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
第
一
条
第
一
項

第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
六
号
の
人
工
呼

吸
器
そ
の
他
の
生
命
の
維
持
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
装
置
を
装
着
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
特
別
の
配
慮
を
必
要
と

す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
六
号
の
人
工
呼
吸
器
そ
の
他
の
生
命

の
維
持
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
装
置
を
装
着
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
者
と
し

て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
六
号
の
人
工
呼
吸
器
そ
の
他
の
生
命
の
維

を
必
要
と
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働

持
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
装
置
を
装
着
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
特
別
の
配
慮

大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
支
給
認
定
（
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
を
い
う
。
）
を
受
け
た
指
定
難
病
（

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
難
病
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
次
の
一
及
び
二
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
と
す
る
。

一

継
続
し
て
常
時
生
命
維
持
管
理
装
置
を
装
着
す
る
必
要
が
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

日
常
生
活
動
作
が
著
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。





○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
三
十
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
附
則
第
二
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
受
け
て
い
た
者
及
び
そ
の
病
状
の
程
度
が
当
該
療
養
を
継
続

す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
受
け
て
い
た
者
及
び
そ
の
病
状
の
程
度
が
当
該
療
養
を
継
続
す

る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療

に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
受
け
て
い
た
者
は
、
原
因
が
不
明
で
あ
っ
て
、
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な

い
、
い
わ
ゆ
る
難
病
の
う
ち
、
治
療
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
医
療
費
も
高
額
で
あ
る
疾
病
の
患
者
に

対
す
る
治
療
研
究
に
係
る
医
療
の
給
付
と
し
て
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
が
定
め
る
給
付
を
受
け
て
い
た
者
と
し
、
そ
の

病
状
の
程
度
が
当
該
療
養
を
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
当
該
治
療
研
究



に
係
る
対
象
疾
病
ご
と
の
認
定
基
準
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
三
十
一
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
附
則
第
三
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
医
療
に
関
す
る
給
付

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医

療
に
関
す
る
給
付
は
、
原
因
が
不
明
で
あ
っ
て
、
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
難
病
の
う
ち
、
治
療
が

き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
医
療
費
も
高
額
で
あ
る
疾
病
の
患
者
に
対
す
る
治
療
研
究
に
係
る
医
療
の
給
付

で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
三
十
二
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
附
則
第
三
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
同
令
第
一
条
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二

十
七
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

同
令
第
一
条
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
令

第
一
条
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
身
体
の
機
能
障
害
が
永
続
し
又
は
長
期
安

静
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
健
康

局
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
三
十
三
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
第
十

五
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
五
条
第
一

項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
認
定
機
関
が
認
定
す
る
専
門
医
の
資
格
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平

成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
認
定
機
関
が
認
定
す
る
専
門
医
の
資
格

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
認
定
機
関
が
認
定
す
る
専
門
医
の
資
格
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
認
定
機
関
に
応
じ
下
欄
に
掲
げ
る
専

門
医
の
資
格
と
す
る
。

認
定
機
関

専
門
医
の
資
格

日
本
内
科
学
会

総
合
内
科
専
門
医

日
本
小
児
科
学
会

小
児
科
専
門
医

日
本
皮
膚
科
学
会

皮
膚
科
専
門
医



日
本
精
神
神
経
学
会

精
神
科
専
門
医

日
本
外
科
学
会

外
科
専
門
医

日
本
整
形
外
科
学
会

整
形
外
科
専
門
医

日
本
産
科
婦
人
科
学
会

産
婦
人
科
専
門
医

日
本
眼
科
学
会

眼
科
専
門
医

日
本
耳
鼻
咽
喉
科
学
会

耳
鼻
咽
喉
科
専
門
医

日
本
泌
尿
器
科
学
会

泌
尿
器
科
専
門
医

日
本
脳
神
経
外
科
学
会

脳
神
経
外
科
専
門
医

日
本
医
学
放
射
線
学
会

放
射
線
科
専
門
医

日
本
麻
酔
科
学
会

麻
酔
科
専
門
医

日
本
病
理
学
会

病
理
専
門
医

日
本
臨
床
検
査
医
学
会

臨
床
検
査
専
門
医

日
本
救
急
医
学
会

救
急
科
専
門
医

日
本
形
成
外
科
学
会

形
成
外
科
専
門
医

日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
学
会

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
専
門
医

日
本
消
化
器
病
学
会

消
化
器
病
専
門
医



日
本
循
環
器
学
会

循
環
器
専
門
医

日
本
呼
吸
器
学
会

呼
吸
器
専
門
医

日
本
血
液
学
会

血
液
専
門
医

日
本
内
分
泌
学
会

内
分
泌
代
謝
科
（
内
科
・
小
児
科
・
産
婦
人
科
）
専
門

医

日
本
糖
尿
病
学
会

糖
尿
病
専
門
医

日
本
腎
臓
学
会

腎
臓
専
門
医

日
本
肝
臓
学
会

肝
臓
専
門
医

日
本
ア
レ
ル
ギ
ー
学
会

ア
レ
ル
ギ
ー
専
門
医

日
本
感
染
症
学
会

感
染
症
専
門
医

日
本
老
年
医
学
会

老
年
病
専
門
医

日
本
神
経
学
会

神
経
内
科
専
門
医

日
本
消
化
器
外
科
学
会

消
化
器
外
科
専
門
医

日
本
胸
部
外
科
学
会

呼
吸
器
外
科
専
門
医

日
本
呼
吸
器
外
科
学
会

日
本
胸
部
外
科
学
会

心
臓
血
管
外
科
専
門
医



日
本
心
臓
血
管
外
科
学
会

日
本
血
管
外
科
学
会

日
本
小
児
外
科
学
会

小
児
外
科
専
門
医

日
本
リ
ウ
マ
チ
学
会

リ
ウ
マ
チ
専
門
医

日
本
小
児
循
環
器
学
会

小
児
循
環
器
専
門
医

日
本
小
児
神
経
学
会

小
児
神
経
科
専
門
医

日
本
小
児
血
液
・
が
ん
学
会

小
児
血
液
・
が
ん
専
門
医

日
本
周
産
期
・
新
生
児
医
学
会

周
産
期
（
新
生
児
）
専
門
医

周
産
期
（
母
体
・
胎
児
）
専
門
医

日
本
婦
人
科
腫
瘍
学
会

婦
人
科
腫
瘍
専
門
医

日
本
生
殖
医
学
会

生
殖
医
療
専
門
医

日
本
頭
頸
部
外
科
学
会

頭
頸
部
が
ん
専
門
医

日
本
放
射
線
腫
瘍
学
会

放
射
線
治
療
専
門
医

日
本
医
学
放
射
線
学
会

日
本
医
学
放
射
線
学
会

放
射
線
診
断
専
門
医

日
本
手
外
科
学
会

手
外
科
専
門
医



日
本
脊
髄
外
科
学
会

脊
椎
脊
髄
外
科
専
門
医

日
本
脊
椎
脊
髄
病
学
会

日
本
集
中
治
療
医
学
会

集
中
治
療
専
門
医



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
三
十
四
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
三
項
及
び
第
十
七
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
医
療

に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
及
び
同
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
方
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成

二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額

の
算
定
方
法
及
び
同
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
方
針

一

七
十
五
歳
以
上
の
者
及
び
六
十
五
歳
以
上
七
十
五
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
別
表
に
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の
（
次
号
に
規
定
す

る
者
を
除
く
。
）
に
係
る
指
定
医
療
機
関
（
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
医
療
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
特
定
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
及
び
指
定
医
療

機
関
の
診
療
方
針
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
及
び
診
療
方
針
の
例
に

よ
る
。

二

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
を
受
け
る
者
に
係
る
指
定



医
療
機
関
が
行
う
特
定
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
及
び
指
定
医
療
機
関
の
診
療
方
針
は
、
介
護
保
険
の

介
護
給
付
費
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
い
の
例
に
よ
る
。



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
三
十
五
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
第
九
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
毎
年
度
国

が
都
道
府
県
に
対
し
て
負
担
す
る
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
毎
年
度
国
が
都
道
府
県

に
対
し
て
負
担
す
る
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
毎
年
度
国
が
都
道
府
県
に
対

し
て
負
担
す
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

一

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三

項
に
基
づ
く
特
定
医
療
費
の
額
か
ら
同
法
第
十
二
条
に
基
づ
き
給
付
を
行
わ
な
い
と
し
た
額
を
控
除
し
た
額

二

特
定
医
療
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
実
支
出
額
か
ら
寄
附
金
そ
の
他
の
収
入
額
を
控
除
し
た
額



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
三
十
六
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
第
二

十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
指

定
難
病
に
係
る
医
療
に
要
し
た
費
用
の
額
の
算
定
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
難
病
に
係
る
医
療

に
要
し
た
費
用
の
額
の
算
定
方
法

一

七
十
五
歳
以
上
の
者
及
び
六
十
五
歳
以
上
七
十
五
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
別
表
に
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の
（
次
号
に
規
定
す

る
者
を
除
く
。
）
に
係
る
指
定
医
療
機
関
（
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律

第
五
十
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
指
定
難
病
に
係
る
医
療

に
要
し
た
費
用
の
額
の
算
定
方
法
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に

よ
る
。

二

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
を
受
け
る
者
に
係
る
指
定



医
療
機
関
が
行
う
指
定
難
病
に
係
る
医
療
に
要
し
た
費
用
の
額
の
算
定
方
法
は
、
介
護
保
険
の
介
護
給
付
費
、
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
い
の
例
に
よ
る
。



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
三
十
七
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
第
四

十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
医
療
機
関
療
養
担
当
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。平

成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

指
定
医
療
機
関
療
養
担
当
規
程

（
指
定
医
療
機
関
の
義
務
）

第
一
条

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
難
病
の
患
者
に
対
し
特
定
医
療
を
行
う
指
定
医
療
機
関
（
同
項
に
規
定
す
る
指

定
医
療
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
法
及
び
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四

十
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
医
療
を
担
当

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
診
療
の
拒
否
の
禁
止
）

第
二
条

指
定
医
療
機
関
は
、
指
定
特
定
医
療
を
受
け
る
指
定
難
病
の
患
者
（
以
下
「
受
診
者
」
と
い
う
。
）
の
診
療

を
正
当
な
理
由
な
く
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。



（
診
療
開
始
時
の
注
意
）

第
三
条

指
定
医
療
機
関
は
、
指
定
難
病
の
患
者
又
は
そ
の
保
護
者
（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い
う

。
）
か
ら
法
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療
受
給
者
証
を
提
示
し
て
受
診
者
の
診
療
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ

の
医
療
受
給
者
証
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
後
で
な
け
れ
ば
診
療
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
診
療
時
間
）

第
四
条

指
定
医
療
機
関
は
、
自
己
の
定
め
た
診
療
時
間
に
お
い
て
診
療
を
す
る
ほ
か
、
受
診
者
が
、
や
む
を
得
な
い

事
情
に
よ
り
、
そ
の
診
療
時
間
に
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
の
た
め
に
便
宜
な
時
間
を
定

め
て
診
療
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
診
療
録
）

第
五
条

指
定
医
療
機
関
は
、
受
診
者
に
関
す
る
診
療
録
に
健
康
保
険
の
例
に
よ
っ
て
医
療
の
担
当
に
関
し
必
要
な
事

項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）

第
六
条

指
定
医
療
機
関
は
、
診
療
及
び
診
療
報
酬
の
請
求
に
関
す
る
帳
簿
及
び
そ
の
他
の
物
件
を
そ
の
完
結
の
日
か

ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
知
）

第
七
条

指
定
医
療
機
関
が
受
診
者
に
つ
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
場
合



に
は
、
速
や
か
に
、
意
見
を
付
し
て
医
療
受
給
者
証
を
交
付
し
た
都
道
府
県
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
診
者
が
正
当
な
理
由
な
く
、
診
療
に
関
す
る
指
導
に
従
わ
な
い
と
き
。

二

受
診
者
が
詐
欺
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
診
療
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
。

（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
に
関
す
る
特
例
）

第
八
条

指
定
医
療
機
関
で
あ
る
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指

定
訪
問
看
護
事
業
者
又
は
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
同
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
を
行
う
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
同
法
第
五

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
同
法
第
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防

訪
問
看
護
を
行
う
者
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
五
条
中
「
関
す
る
診
療
録
」
と
あ
る
の
は
「
対
す
る
指
定
訪
問

看
護
又
は
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
訪
問
看
護
に
限
る
。
）
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
予
防
訪
問
看

護
に
限
る
。
）
の
提
供
に
関
す
る
諸
記
録
」
と
、
「
健
康
保
険
の
例
に
よ
っ
て
」
と
あ
る
の
は
「
健
康
保
険
又
は
後

期
高
齢
者
医
療
の
例
に
よ
っ
て
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
あ
っ
て
は

介
護
保
険
の
例
に
よ
っ
て
）
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。

（
薬
局
に
関
す
る
特
例
）

第
九
条

指
定
医
療
機
関
で
あ
る
薬
局
に
あ
っ
て
は
、
第
五
条
中
「
診
療
録
」
と
あ
る
の
は
「
調
剤
録
」
と
読
み
替
え

て
適
用
す
る
。



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
三
十
八
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
第
九
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
毎
年
度
国

が
都
道
府
県
に
対
し
て
補
助
す
る
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
毎
年
度
国
が
都
道
府
県

に
対
し
て
補
助
す
る
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
毎
年
度
国
が
都
道
府
県
に
対

し
て
補
助
す
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

千
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

一

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
療
養
生
活
環
境
整
備
事
業
の
実
施
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
額
又
は
都
道
府
県
が
療
養
生
活
環
境
整
備

事
業
の
実
施
に
必
要
と
認
め
る
経
費
の
う
ち
補
助
の
対
象
と
な
る
経
費
に
係
る
実
支
出
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

二

療
養
生
活
環
境
整
備
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
総
額
か
ら
寄
附
金
そ
の
他
の
収
入
額
を
控
除
し
た
額


